
令和３年度事業報告 

 

事業概要 

 シルバー人材センター事業（以下「シルバー事業」という。）は、急速に少子高齢化が進

む中、地域社会を活性化する中核事業として、より一層の発展・拡充が期待されているとこ

ろである。 

このような中、「第４次中期事業基本計画」を活動指針とし、行政をはじめとする関係機関

や地域社会の支援を受けながら、「自主・自立、共働・共助」の基本理念のもとに会員及び役

職員が一体となって事業運営を強化・拡充し、地域社会の活性化に貢献する公益性の高い事

業を展開してきた。 

しかしながら、新型コロナウイルス感染症が拡大し、社会活動や経済活動が制限される中、

感染拡大防止対策を考慮した事業活動を余儀なくされ、定時総会の開催方法の変更をはじめ、

各種事業活動の中止や就業の中断等の影響を受けることとなった。 

コロナ禍に苦慮する中、受託事業に労働者派遣事業の実績を加えた総実績額は、前年度よ

り 2,489千円（前年度対比 100.8％）増の 298,245千円となった。 

会員数は、平成 29年度以来、新規入会者が退会者を上回ることができたため、昨年度より

４人多い 703人となった。 

また、入会説明会の参加者も 212 人（前年度対比 102.4％）あり、昨年度よりも 5 人多か

った。 

地域社会の期待に応えるためには、会員の拡大は不可欠であり、会員増加に向けて更なる

取り組みを行う必要がある。 

なお、受託事業と労働者派遣事業を合わせた就業率は 90.6％（会員数 703人中、総合就業

実人員 637人）であった。 

令和３年度は、昭和 56年 7 月に設立された本センターの設立 40 周年を迎える記念すべき

年であったが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から式典等は控えることと

し、沿革史「40年のあゆみ」を発行した。 

毎年３月に「安全大会」を開催し、安全・適正就業の取り組み状況や個人情報の適正な取

り扱い等について周知を図っていたが、新型コロナウイルス感染拡大の収束が見通せない中、

昨年度に引き続き「安全大会」を中止することとした。 

平成 29 年度から５年間の本センターの活動指針として策定した「第４次中期事業基本計

画」の最終年度に当たる令和３年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大により国内の経済

活動が停滞する中にあって、派遣事業の契約高は目標を達成することができた。 

また、令和３年 12月に令和４年度から５年間の本センターの活動指針を示す「第５次中期

事業基本計画」を策定し、年度ごとの目標値を設定した。 

以下、令和３年度の事業実施状況についてその概要を報告する。 

 

 

 

 



【第４次中期事業基本計画に対する実績】 

 

 

1 事業実施報告 

(1) 就業機会提供事業 

① 雇用によらない就業機会の提供 

    高齢者にふさわしい地域に密着した仕事を一般家庭、民間企業及び公共団体等から

有償で引き受け、会員の能力や希望等に応じて請負又は委任という形式で就業機会の

提供に努めた。 

    令和３年 10月６日に本県の最低賃金が改正され、大幅に引き上げられた。 

受託事業の業務に従事する場合、最低賃金法は適用されないが、他の労働者の雇用

や就業機会の浸食を引き起こすことがないよう、配分金額を最低賃金の水準以上に保

つ必要があるため、受注見積基準表の一部見直しを行い、令和４年４月１日から施行

することとした。 

    受託事業については、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも剪定や除草、

屋内作業の受注量が拡大したことにより、契約金額は 250,278 千円（前年度対比

100.8％）と微増した。 

    指定管理者として受託した駐輪場管理運営業務の実績は下記のとおりである。 

   ア 鳥取市営鳥取駅高架下第１、第２自転車駐車場（駐輪場）の指定管理者として    

再指定（３期目）され３年が経過した。この間、これまで培ってきたノウハウを活

かしながら、利用者サービスの向上と適正な管理運営に努めた。  

 学生の利用者が年々減少する中、利用者の確保に努めたが、当初収入計画

14,386,000 円に対し、12,342,566 円（達成率 85.8％）と目標を達成することがで

きなかった。 

イ 提案事業であるパンク等の修理を行う「自転車有料修理サービス」は、代用自転

車の貸し出しと迅速な対応がお客様に好評で 129 件、224,200 円の実績をあげるこ

とができた。  

ウ 鳥取市から譲渡を受けた放置自転車の修理再生を行い、23台を市民に提供し、会

員の就業機会の拡大と資源の再利用に努めた。 

 

項   目 
令和３年度 

目標値 実 績 

会員数（人） 785 703 

就業率（％） 91.7 90.6 

受
託
事
業 

受注件数（件） 6,170 5,424 

契約高（千円） 285,500 250,278 

就業延人員（人日） 67,850 52,774 

派
遣
事
業 

受注件数（件） 67 55 

契約高（千円） 36,200 47,967 

就業延人員（人日） 10,200 9,367 



エ 無施錠自転車をなくすため、注意喚起ポスターやノボリを設置するとともに、鳥

取警察署の協力を得て啓発活動を行った。 

② 雇用による就業機会の提供 

適正就業の推進及び高齢者への幅広い就業ニーズの対応を図るため、労働者派遣事

業（以下「シルバー派遣事業」という。）及び職業紹介事業による就業機会の提供に努

めた。 

シルバー派遣事業は、派遣件数 55件、派遣実人員 102人、派遣就業延人員 9,367人

日、派遣契約金額 47,967千円（前年度対比 100.9％）となった。 

今後も、今まで以上に会員の就業能力や資質を高めていくとともに、専門的な知識

や会員の経験を活かすことができる就業場所の確保に努めていくこととする。 

なお、職業紹介事業については、求人、求職ともになかった。 

 

（2） 研修・技能講習事業 

シルバー事業の基本理念及び仕組み等に対する理解を深めるための研修会及び就業

に必要な技能や知識を習得するための技能講習会を開催するとともに、高齢者の健康

維持、体力増進のための講座を開催した。 

 

(3) 安全・適正就業推進事業 

高齢者の就業に当たっては、安全就業を基本とし、事故防止対策に組織をあげて取り

組まなければならない。高齢者が安全かつ適正に就業できるよう安全就業対策の徹底及

び就業形態の適正化を図った。 

① 新型コロナウイルスが感染拡大する中、会員の家庭内における感染又は感染疑いが

ある場合は、一定の期間、就労を見合わせる等、感染予防に努めた。 

② 会報「シルバーとっとり」への啓発記事の掲載や職群班会議における注意喚起等、

あらゆる機会をとらえて積極的に事故防止対策に取り組み、事故の発生抑制に努めた。 

③ 会員連絡網を活用して、剪定作業や草刈り・除草作業に就く会員に熱中症の注意喚

起等、緊急度の高い情報を速やかに伝え、安全確保を行った。 

④ 会員の安全意識の高揚と就業中又は就業途上における事故防止のため、安全・適正

就業部会が不定期で「安全就業の日」に安全パトロールを実施した。特に７月の「安

全・適正就業強化月間」には役員も参加し、安全指導を行った。 

⑤ 就業中の対物・物損事故に備えるため、「シルバー賠償責任保険」に加入しているが、  

全国規模でのスケールメリットを活かした団体賠償保険制度として、全国シルバー人

材センター事業協会が新たに創設した「シルバー人材センター全国団体賠償保険制度」

に移行し、継続的な運用と安定的な保険料設定を可能とした。 

⑥ 傷害事故の防止に積極的に取り組んでいるセンター及び連合会を表彰する「全国安

全就業優秀・優良シルバー人材センター表彰制度」で、本センターが優秀賞に選定さ

れた。今後も引き続き、安全就業対策の徹底を図っていくこととする。 

 

(4) 普及啓発事業 

地域社会にシルバー事業を広くＰＲすることにより、シルバー事業の意義や活動内容



等が正しく理解されるよう普及啓発活動を積極的に行った。 

① 各地区の公民館や自治会の協力のもと、会員募集用パンフレットを全戸配布すると

ともに、鳥取市報に特集記事を掲載する等、コロナ禍の中、人と接触する啓発活動を

避けながら効果的な普及啓発活動を行い、シルバー事業を広く地域にＰＲした。 

② 新型コロナウイルス感染症の広がりは、普及啓発活動にも大きな影響を与え、１０

月の全国シルバー人材センター事業普及啓発促進月間にあわせて毎年行っていた街頭

でのパンフレット配布や地域イベントでの啓発活動の実施は、今年度も見送ることと

し、ポスターの掲示やパンフレットの常設を依頼することができる施設を新たに開拓

し、シルバー事業のＰＲに努めた。 

③ 会報「シルバーとっとり」を年２回発行するとともに、啓発用パンフレットのリニ

ューアルやホームページを適宜更新し、活動内容をよりわかりやすく情報提供するよ

う努めた。 

 

 (5) 就業分野の開拓・拡大事業 

就業機会の拡大のため、高齢者の希望に応じた多様な就業機会の開拓に努めた。また、

地域班連絡協議会を通じて会員ひとり一人が積極的に就業開拓に取り組むことを依頼

し、会員の運営参画による就業機会の拡大に努めた。   

① 役員が事業所等を訪問し、日頃のお礼と継続利用をお願いする「企業訪問」は、新

型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度も中止したが、今後も発注者が満足

される親切、丁寧な仕事を心掛け、新たな就業分野の開拓を推進していく。 

② 鳥取商工会議所が発行している会報紙に事業所向け啓発用パンフレットを折込み委

託し、積極的に新規就業先の拡大を図った。 

 

 (6) 福祉家事援助・子育て支援事業の推進  

高齢者が長年培ってきた豊かな経験と知識を活用し、地域社会の要望を踏まえながら、

鳥取市と連携して地域密着型の事業を展開し、地域社会の活性化に貢献した。 

① 鳥取市と連携した軽度家事援助員派遣事業及び高齢者の日常生活を支える家事援助

サービスに対応することができるよう、会員交流会及び各種講習会を開催した。 

② 子育て支援事業の一環として毎月１回「にこにこ広場」を開催した。この事業は若 

い世代の子育てを応援する目的で、平成 22年からボランティアで定期開催しているも

のである。会員の子育ての経験や知識を活かして地域社会に貢献できる活動であるが、

年々利用者が減少しているため、活動内容を工夫する必要が生じてきている。 

  ③ 「鳥取市子育て支援ネットワーク」のメンバーとして、健診ボランティアに協力す

るとともに、子育て支援者会議に参加し、他の登録団体と情報交換を行った。 

 

 (7) 社会参加活動推進事業 

高齢者の社会参加活動を支援するため、市内の公共的施設等の清掃ボランティア作業

を行い、地域社会に貢献するとともに、シルバー事業の社会的意義の周知に努めた。 



毎年、10月の普及啓発促進月間にあわせて実施している「地域班合同ボランティア作

業」は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から今年度も実施を見送ったが、地域班

単位での小人数でのボランティア作業は、各班で工夫しながら実施することができた。 

 

(8) 調査研究事業 

   会員の就業実態及び運営状況等について発注者の評価を伺い、今後の事業運営に反映

させるため、発注者満足度アンケート調査を実施し、お客様に提供するサービス内容の

改善に努めた。なお、調査結果は、会報「シルバーとっとり」及びホームページで市民

に公表した。また、毎月事業実績等各種データの集計及び分析を行った。 

 

(9) 相談、情報提供事業 

入会を希望する高齢者のために毎月２回入会説明会を実施するとともに、就業に関す

る相談や定年後の就業や社会参加を希望する高齢者のために情報を提供した。また、「用

瀬取次所」を活用して、地域住民に情報提供を行い、地域活性化に努めた。 

  ① 地元新聞社が作成する高齢者向け情報紙で本センターの活動内容を紹介するととも

に、ホームページを適宜更新して情報提供に努めた。  

② 鳥取市及びハローワーク鳥取が主催する生涯現役促進事業「からだ測定会＆働き方

相談会」に協力団体として参加し、高齢者のニーズにあった働き方についてアドバイ

スした。 

  ③ 事業啓発用パンフレットをリニューアルするとともに、入会説明会を参加しやすい

スタイルに見直し、入会促進を図った。 

 

 (10) 組織の活性化と運営体制・財政基盤の強化 

① 理事会、専門部会及び各委員会等 

    役員は、定款に定める総会、理事会の開催と規程等に基づく各種会議や研修会を開

催し、公益社団法人として適正かつ円滑な運営に努めた。 

理事は、専門部会（組織部会、普及啓発部会、事業推進部会、安全・適正就業部会、

女性部会）のいずれかに所属し、分野ごとで職務を遂行するとともに、中国ブロック

シルバー人材センター連合協議会、鳥取県シルバー人材センター連合会主催の研修会

及び経験交流会に参加し、研鑽に務めた。 

また、研修の実施方法として、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、オンラ

イン研修が導入された。 

② 地域班・職群班活動 

地域班連絡協議会を年５回開催するとともに、地域班会議、職群班会議を開催し、

会員相互の連帯意識の高揚と就業ルールの徹底を図った。 

なお、開催にあたっては３密（密閉、密集、密接）を避け、マスクを着用する等、

感染予防対策を徹底して開催し、会員の安全確保に努めた。 

 

 

 



③ 事務局体制の強化 

事務局は、高齢者の就業意向や発注者からの仕事の依頼等、重要な情報が集まる場

である。多様化する事務局運営に十分に対応するため、各種研修会や講習会にオンラ

イン会議等で参加し、職員の資質と事務能力の向上に努めた。 

 ④ 安定した財政運営の推進 

シルバー事業の補助金は、事業成果により変動する。円滑な事業運営を行うには財 

政基盤の強化が重要となるため、行政に財政支援を要望するとともに、会員拡大と受

注拡大に取り組み、自主財源の確保に努めた。 

また、令和５年 10月１日から消費税における「適格請求書等保存方式（インボイス

制度）」が導入される。予定どおり実施された場合は、新たな経費負担（配分金等に含

まれる消費税額分の納税）が発生するため、必要な資金を確保するための方策を検討

した。 

 

(11) 第４次中期事業基本計画のまとめ 

平成 29年度から令和３年度までの活動指針を示した「第４次中期事業基本計画」が

最終年度を迎えるにあたり、各年度の達成状況及び取組み状況を報告する。 

 

【第４次中期事業基本計画の達成状況】 

                         〔上段：実績  下段：（目標値）〕 

                            〔＊ 下線部分は改定後の目標値〕 

 

   年度 

項目 
平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 令和 2年度 令和 3年度 

会員数（人） 
786 

（757） 

771 

（764） 

742 

（771） 

699 

（778） 

703 

（785） 

就業率（％） 
90.7 

（90.9） 

91.6 

（91.1） 

91.4 

（91.3） 

91.3 

（91.5） 

90.6 

（91.7） 

受
託
事
業 

受注件数（件） 
5,752 

（5,930） 

5,703 

（5,990） 

5,579 

（6,050） 

5,428 

（6,110） 

5,424 

（6,170） 

契約高（千円） 
262,789 

（262,700） 

263,332 

（268,400） 

258,929 

（274,100） 

248,201 

（279,800） 

250,278 

（285,500） 

就業延人員 

（人日） 

61,101 

（61,570） 

59,572 

（63,140） 

57,409 

（64,710） 

53,757 

（66,280） 

52,774 

（67,850） 

派
遣
事
業 

受注件数（件） 
28 

（28） 

54 

（31） 

69 

（55） 

72 

（61） 

55 

（67） 

契約高（千円） 
20,635 

（17,600） 

24,329 

（19,000） 

42,527 

（27,800） 

47,555 

（32,000） 

47,967 

（36,200） 

就業延人員 

（人日） 

5,153 

（3,420） 

6,328 

（3,670） 

8,924 

（7,600） 

9,211 

（8,900） 

9,367 

（10,200） 



まとめ 

 平成 29年度から令和３年度までの５年間に元号が「平成」から「令和」に変わり、新しい

時代を迎えるとともに、本センターは令和３年度に設立 40周年の節目の年を迎えた。 

この間、公益社団法人として関係法令を遵守し、地域社会に貢献する公益性の高い事業展

開に努めてきた。 

一方、令和元年 10月 1日の消費税率の改正（8％から 10％へ引き上げ）や年金の支給年齢

の引き上げに伴う高齢者の就業ニーズの変化、企業における 65歳までの雇用確保の義務化 

等、シルバー人材センターを取り巻く環境はこの５年間で大きく変化した。 

 特に、令和２年１月以降の新型コロナウイルス感染症の全国的規模の拡大により、社会活

動や経済活動が制限される中、感染拡大防止対策を考慮した事業活動を余儀なくされ、就業

の中断等の影響もあり、厳しい状況に直面した。 

 会員数については、平成 27年度から継続して取り組んでいる会員募集用パンフレットの全

戸配布の効果が表れ、平成 29年度末の会員数は 786人となり、目標 757人を大きく上回った。 

この幸先良いスタートに大いに期待が高まったが、翌年度以降は、新入会員よりも退会会

員が上回る傾向が続き、令和２年度には 700 人を下回る結果となった。最終年度である令和

３年度は、平成 29年度以来初めて増加し、700人台に回復したが、会員数の減少は、契約高

や就業延人員に影響を及ぼすことから、会員の拡大は最重要課題であり、今後一層、会員増

加に向けて取り組みを強化する必要がある。 

また、受託事業については、３項目の内、平成 29 年度に契約高が目標を達成した以外は、

計画に掲げた目標に及ばない結果となった。 

このような中にあって、派遣事業は、平成 30年度に目標を大幅に上回る実績を上げたため、

新たな目標値を設定した。令和元年７月に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第 39条の

規定に基づき週 40 時間まで働くことができる業務の範囲を拡大する特例措置の指定を受け

たことや企業の要望に迅速に対応し、マッチングに努めたことが派遣事業の拡大につながっ

た。しかし、５年間の計画期間の終盤における新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、

最終年度の令和３年度は、契約高を除き新たに設定した目標を達成することができなかった。 

高齢化や労働力人口の減少が進行する中、シルバー人材センターは、社会情勢に即した高

齢者の多様なニーズにあった就業機会を確保するための中核機関として期待されている。 

新型コロナウイルス感染症収束後の地域社会において、シルバー事業の更なる発展に向け、

会員及び役職員が一体となって、効果的な事業運営に取り組んでいかなければならない。 

 

  

 


